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埼玉県社会福祉事業団 建設工事請負一般競争入札  

 公 告  

 

「皆光園空調設備改修工事」について、下記のとおり一般競争入札を行うので、埼玉県社会福

祉事業団一般競争入札試行要領（以下「試行要領」という。）第 5 条の規定に基づき公告する。 

なお、本公告に記載のない事項については、試行要領の規定によるものとする。 

 

平成２３年１０月 ６日 

 

埼玉県社会福祉事業団 

                                                      理事長   鈴木 豊彦 

 

記 

 

１ 工事概要等 

（１） 入札対象工事 

ア 工事名    皆光園空調設備改修工事 

イ 工事場所   深谷市人見１９９８ 

ウ 工 期     契約確定の日から平成２４年  ３月２１日まで 

エ 設計金額   入札後に公表する 

オ 工事概要    

     内容   女子棟、男子棟（冷暖房機器設備、配管設備、電気設備の改修） 

 

（２） 入札手続の方法 

試行要領の規定による。 

 

２ 競争参加資格確認申請書の提出 

入札参加を希望する者は、次により一般競争参加資格確認申請書に一般競争参加資格等確認 

資料を添付し２部持参すること。 

（１） 期 間 

平成２３年１０月２４日（月）午前・午後１０時００分から 

平成２３年１０月２７日（木）午前・午後１２時００分まで 

（２） 提出場所 

埼玉県社会福祉事業団  皆光園 

 埼玉県深谷市人見１９９８ 

 電話番号 ０４８－５７３－２０２１   ＦＡＸ番号 ０４８－５７３－２０２２ 
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３ 入札執行の日時等 

入札執行の日時等は次のとおりとする。ただし、変更することがある。この場合は、埼玉県社会福

祉事業団のホームページで案内する。  

（１） 入札日時 

平成２３年１１月１５日（火）午前・午後１０時００分 

（２） 入札場所 

埼玉県社会福祉事業団  花園 

 深谷市小前田２６９１    電話番号０４８－５８４－２５０６ 

 

４ 入札に参加できる者の形態 

  単体企業とする。 

 

５ この工事の入札に参加する者に必要な資格 

本工事の競争入札に参加するのに必要な資格とは、次に掲げる条件をすべて満足し、かつ、 

入札参加資格審査委員会に諮り資格があると認められた者とする。 

（１） 地方自治法施行令（昭和２２年政令第１６号）第１６７条の４の規定に該当しない者であるこ 

と。 

（２） 埼玉県社会福祉事業団会計事務処理要領第２章第６節第２第１項の規定により埼玉県 

社会福祉事業団の一般競争入札に参加させないこととされた者でないこと。 

（３） 会社更生法に基づき更正手続開始の申立がなされている者、又は民事再生法の基づき再 

生手続開始の申立がなされている者については、更正手続又は再生手続開始決定日を審査

基準日とした経営事項審査の再審査を受けた後、埼玉県知事が別に定める競争入札参加資

格の再審査を受けていること。 

（４） 埼玉県２３・２４建設工事等競争入札参加資格者名簿（建築工事）（以下「資格者名簿」とい 

う。）に登録された者で埼玉県２３・２４建設工事請負等競争入札参加資格審査の際に、受注 

希望工事として「管工事」の申請をしていること。 

また、「資格者名簿」に登録された「本店又は主たる営業所」を埼玉県熊谷、東松山、北本、 

秩父、本庄、及び行田の各県土整備事務所管内に有する者で、管工事業の格付けがＡ級で 

あること。 

（５） 公告日から落札決定までの期間に、埼玉県建設工事等の契約に係る指名停止等の措置要 

綱に基づく指名停止措置を受けていないこと。 

（６） 公告日から落札決定までの期間に、埼玉県の契約に係る暴力団排除措置要綱に基づく入札参

加除外等の措置を受けていない者であること。 

（７） 施工実績 

契約の締結日にかかわらず平成１３年４月１日から平成２３年３月３１日までの間に、（過去 

１０年間とした。）国（公共工事の入札及び契約の適正化の促進に関する法律施行令第１条に

定める法人を含む）又は地方公共団体（県が出資する指定出資法人含む。）との請負契約によ

り、１回の契約金額（特定建設工事企業体による施工実績の場合は、その出資比率に相当す

る額）が５００万円以上の冷暖房設備工事を埼玉県内において完成させた実績を有すること。 
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（８） 配置予定の技術者 

 ア 配置予定技術者は、当該管工事に係る建設業法に規定する資格を有し、この工事の主任 

   技術者又は監理技術者として、建設業法２６条に基づき配置できること。 

   また、配置予定技術者は５００万円以上の管工事の主任技術者の経験を有すること。 

イ 配置予定の技術者は、その者が在席する建設業者と一般競争入札参加資格等確認申請書

（以下「確認申請書」という。）にお提出期限日の３ヶ月以前から恒常的な雇用関係にあるこ

と。 

ウ 配置予定技術者が特定できないときは、複数候補者を一般競争入札参加資格等確認資料

（以下「確認資料」という。）に記載すること。 

エ 本工事の配置予定技術者が現在他の工事に現場代理人として従事中または従事予定で、

本工事の予定工期と重複する場合は、当該者を確認資料に記載することはできない。ただし、

重複する期間が、他工事の後片付け期間と本工事の準備期間である場合、又は本工事の後

片付け期間と他工事の準備期間である場合で、確実に本工事に配置可能な場合を除く。 

オ 落札者決定後、ＣＯＲＩＮＳ等により配置予定技術者の専任制違反の事実が確認された場合

は、契約を結ばないことがある。 

   

６ 入札参加資格の有無の確認 

（１） 入札参加資格の確認通知 

要領に基づき入札執行前に確認し、平成２３年１０月３１日（月）までに通知する。 

（２） 入札参加資格の有無の再確認 

参加資格がない旨の通知を受けた者は、平成２３年１１月 ２日（水）までに、書面により再確 

認を求めることができる。 

（３） 再確認の結果通知日 

再確認の結果は、平成２３年１１月 ４日（金）までに回答する。 

 

７  設計図書等 

設計図面、設計仕様書、特記仕様書その他入札金額の見積に必要な図書（以下「設計図書等」

という。）の閲覧は、次のとおりとする。 

ア 閲覧期間 

平成２３年１０月 ６日（木）から 

平成２３年１１月１４日（月）まで 

イ 閲覧場所 

埼玉県社会福祉事業団 ホームページ 

 

８ 設計図書等に関する質疑 

設計図書等に関する質疑がある場合は、次のとおりファクシミリにより質疑書を提出すること。 

（１） 受付期間 

平成２３年１１月 １日（火）午前・午後１０時００分から 

平成２３年１１月 ２日（水）午前・午後１２時００分まで 

  ＦＡＸ番号 ０４８－５７３－２０２２ 
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（２） 質疑に対する回答 

質疑書を提出した者に回答するほか、その要旨をホームページで公表する。 

平成２３年１１月 ４日(金) 

９ 最低制限価格  

  設定する（最低制限価格未満の入札をした者は、再度入札には参加できない。） 

 

10 現場説明会 

  開催しない。 

 

11 入札に関する注意事項 

  （１） 一般競争入札参加資格確認申請書（写）及び一般競争入札参加資格等確認結果通知書を 

提出する。 

（２） 入札書に記載する金額 

     金額は消費税を含まないものとする。（契約締結時に消費税５％を加算する。） 

（３） 入札金額見積内訳書 

     試行要領様式第９号を作成し、提出する。 

（４） 入札回数 

ア 再度入札は２回までとする。 

   イ 初度入札に参加しない者は、再度入札に参加することができない。 

（５）入札の辞退 

    試行要領第１６条の規定による。 

（６）その他 

ア 一度提出した入札書を書換え、引換又は撤回することはできない。 

   イ 落札となるべき同額の入札をした者が２人以上あった場合は、くじにより決定する。   

   ウ 入札に参加する者の数が１人であるときは、入札を執行しないものする。 

   エ 入札を公正にできないと認められるときは、入札を執行しないことがある。 

（７） 入札の無効 

 次のいずれかに該当する入札は、無効とする。 

   ア 入札者の押印のない入札書による入札 

   イ 記載事項を訂正した場合においては、その箇所に押印のない入札書による入札 

   ウ 金額の訂正のある入札書による入札 

   エ その他試行要領第２０条に該当する入札 

    オ  確認申請を提出しない者が入札したとき 

 

12  入札保証金 

（１） 入札参加希望者は、見積金額の１００分の５以上の額（１円未満の端数があるときは、その端数

を切り上げるものとする）の入札保証金の納付を行わなければならない。ただし、次の掲げる場合

には、その全部又は一部の納付を免除することができる。 

ア 入札参加希望者が、保険会社との間に事業団を被保険者とする入札保証保険契約を締結した

とき。 
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イ 国（公団を含む。）又は地方公共団体等（出資法人を含む。）と種類及び規模をほぼ同じくする契

約を過去２年の間に数回以上すべて誠実に履行したものについて、その者が契約を締結しないこ

ととなるおそれがないと認められるとき。 

ウ その他前号に準ずる場合であると理事長が認めるとき。 

（２） 上記（１）イに該当する場合の免除の方法は、次のとおりとする。 

    過去２年の間（平成２１年１０月 １日から公告の日まで）に国（独立行政法人を含む。）又は地方 

公共団体（出資法人を含む。）と契約を締結し、かつ、履行した契約金額が概ね５００万円以上の 

建設工事請負契約数件以上について、その契約書の写し又は工事完成（完了）検査結果通知等 

履行を証明するものの写しを一般競争入札参加資格確認申請書に添付すること。 

（３）入札保証金は、入札後、様式第８号の請求書に基づきこれを還付するものとする。 

ただし、落札者の入札保証金は、落札者について納付すべき契約保証金があるときは、これに充

当するものとする。 

（４） 落札者が契約を締結しないときは、その者に係る入札保証金（その納付に代えて提供された担保

を含む。）は、還付しないものとする。 

 

13  契約保証金 

（１） 落札者は契約金額の１００分の１０以上（当該金額に１円未満の端数があるときは、その端 

数金額を切り上げた金額）の契約保証金（入札保証金を納付したときは、その差額）を納付し 

なければならない。 

 （２） 次のいずれかに該当する者については、契約保証金の納付を免除する。 

     ア 保険会社との間に埼玉県社会福祉事業団を被保険者とする履行保険契約を締結し、そ

の保険証を提出した者。 

     イ 保険会社、銀行、農林中央金庫その他、理事長が指定する金融機関と埼玉県社会福祉

事業団を債権者とする工事履行保証契約を締結し、その保険証券を提出した者。 

（３） 契約保証金は、契約の履行後、契約者から請求書の提出を受けることにより還付する。 

ただし、債権者がその責に帰すべき理由により契約上の義務を履行しないときの契約保証

金は還付しない。 

 

14 支払い方法 

（１） 前途金  する（その額は、契約金額の 40%以内とし、１万円未満端数は切り捨てる。） 

 

（２） 完成検査終了後精算 

 

15  その他注意事項 

  （１） 埼玉県社会福祉事業団建設工事請負一般競争入札試行要領に基づき、入札に参加するこ

と。 

  （２） 提出された確認申請書及び確認資料は返却しない。 

  （３） 落札者は確認資料に記載した配置した配置予定技術者を当該工事の現場に配置するこ

と。 

  （４） 入札参加者は入札後、この公告、設計図書、現場等についての不明を理由として異議を申
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し立てることはできない。 

  （５） 契約期間中に、埼玉県の契約に係る入札参加停止等の措置要綱に係る入札参加停止の

措置を受けたときは、契約を解除することがある。この場合、契約の解除による損害の賠償

請求はすることができない。 

16 問い合わせ先 

埼玉県社会福祉事業団  皆光園     担当者     主査 吉田正好 

電話番号     ０４８－５７３－２０２１          

ＦＡＸ番号     ０４８－５７３－２０２２ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


